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特定駐留軍用地跡地の指定について 

 

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別

措置法（平成７年法律第１０２号）第１８条の２第１項の規定に基づき、平

成３１年３月３１日に返還が見込まれる牧港補給地区の第５ゲート付近の区

域を平成３１年３月２９日付けで特定駐留軍用地跡地として指定した旨、本

日の官報で告示しましたのでお知らせいたします。 

 

 

≪参考≫特定駐留軍用地跡地  

アメリカ合衆国から返還されることにより特定駐留軍用地でなくなると見込まれる土地

であって、その跡地の利用の推進に必要な公共用地を確保するためその区域内における公

有地の計画的な拡大が引き続き必要と認められるものを特定駐留軍用地跡地として指定す

るもの。 
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